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三次市立学校諸費会計等取扱要綱の一部を改正する告示 

 

 三次市立学校諸費会計等取扱要綱（平成２２年三次市教育委員会告示第１０号） 

の一部を次のように改正する。 

 

 第５条第１項及び第７条第３項中「，収入（戻入）調書」を「，収入調書」に

改める。 

 様式第１号中 

「 

 収入（戻入）調書 

         」を 

「 

 収入調書 

     」に， 

「 

収入（戻入） 年 月 日 収入（戻入）番号 

                             」を 

「 



収入 年 月 日 収入番号 

                          」に， 

「 

収入（戻入）内容 

              」を 

「 

収入内容 

           」に， 

「 

 ※ 収入（戻入）金額の根拠となる資料を添付すること。 

 ※ 内訳等の欄は，決裁者・監督実施者が理解しやすいよう，詳細に記 

  載すること。 

 ※ 戻入金額は，マイナス（△）をつけて記述すること。 

 ※ 決裁欄の変更は差し支えないものとする。 

                                 」を 

「 

 ※ 収入金額の根拠となる資料を添付すること。 

 ※ 内訳等の欄は，決裁者・監督実施者が理解しやすいよう，詳細に記 

  載すること。 

 ※ 戻出金額は，マイナス（－）をつけて記述すること。 

 ※ 決裁欄の変更は差し支えないものとする。 

                                 」に改

める。 

 様式第２号中 

「 

 ※ 決裁欄の変更は差し支えないものとする 

                     」を 

「 

 ※ 戻入金額は，マイナス（－）をつけて記述すること。 

 ※ 決裁欄の変更は差し支えないものとする。 

                           」に改める。 



附 則 

 この告示は，平成２５年８月２６日から施行する。 


